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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和５年度（2023年度） 第１回 枚方市男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 令和５年（2023年）８月 25日（金） 
13時 00分から 

15時 00分まで 

開 催 場 所 Web会議（塔屋会議室） 

出 席 者 
松田会長、内藤副会長、今森委員、鈴木委員、玉野委員、津熊委員、 

迫間委員、松浦委員、三和委員（以上９名） 

欠 席 者 武田委員（以上１名） 

案  件  名 

１．令和４年度（2022年度）第３次枚方市男女共同参画計画改訂版アク 

  ションプログラム進捗状況について 

２．その他 

提出された資料等の 

名 称 

次第  

資料１  令和４年度（ 2022 年度）第３次枚方市男女共同参画

計画改定版アクションプログラム進捗状況（案）  

資料１（別冊）令和４年度（ 2022 年度）取組実績一覧  

 

参考資料１  枚方市男女共同参画推進審議会委員名簿  

参考資料２  枚方市男女共同参画推進審議会規則  

参考資料３  枚方市男女共同参画推進審議会傍聴要領  

決   定   事   項 

・案件１について追加意見があれば、９月３日（日）までに事務局に提出

することを確認した。 

・案件１については、意見を反映したものを、会長、副会長に確認してい

ただき、枚方市男女共同参画推進本部に諮る。秋頃に市ホームページへの

掲載、行政資料コーナー、男女共生フロア・ウィルへの配架により、公表

することを確認した。 

会議の公開、非公開の

別及び非公開の理由 
公開 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ０人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
市長公室 人権政策室 
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審 議 内 容 

発言者 発  言  の  要  旨 

松田会長 それでは、定刻になりましたので、令和５年度第１回枚方市男女共同参画推進

審議会を開催します。今回は枚方市男女共同参画推進審議会規則第５条第２項の

規定に基づき、WEB会議での開催とします。 

委員の皆様におかれましては、公私ご多忙の折、ご出席いただきましてありが

とうございます。 

はじめに、事務局から、委員の出席状況等について報告をお願いします。 

事務局 本日も大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

本日の出席委員は９名です。枚方市男女共同参画推進審議会規則第５条第３項

の規定により、この審議会が成立していることをご報告します。 

なお、枚方市立小学校長会の武田委員は、ご都合により、ご欠席というご連絡

をいただいております。 

本日の傍聴者はいらっしゃいません。 

それでは、開会にあたりまして市長公室次長の山本から、一言、ご挨拶をさせ

ていただきます。 

事務局 ＜次長挨拶＞ 

事務局 ＜委員紹介＞ 

松田会長 審議に入る前に、会議の公開、会議録の公表など、審議会の運営に関する事項

について、改めて確認させていただきます。 

本審議会においては、市の政策形成の過程を明らかにし、市政に対する市民の

理解と信頼を深めるという趣旨から、会議を傍聴という形で公開するとともに、

会議録を公表することとしています。 

会議録につきましては、事務局で発言者名を明らかにした会議録案を作成して

いただき、各委員の確認を経て、会長承認の上、市ホームページ、行政資料コー

ナー等で公表することになりますので、よろしくお願いします。 

それでは、審議に入る前に、ウェブ会議の運用について、事務局から説明して

ください。 

また、本日の会議資料の確認も併せてお願いします。 

事務局 ＜事務局説明＞ 

松田会長 それでは、審議に入ります。 

まず、案件１「令和４年度第３次枚方市男女共同参画計画アクションプログラ

ムの進捗状況について」を議題とします。 

 事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜基本目標１の説明＞ 

松田会長 それでは、この基本目標１「人権尊重と男女共同参画への意識改革」というこ

とで、御意見などがありましたらよろしくお願いいたします。 

今森委員、どうぞ。 
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今森委員 何点かあるのですけれども、１点目は、基本目標１の最初のページの保育士や

教職員の研修です。資料１別冊で研修の項目を見ると研修の参加者の人数が書か

れているのですけれども、研修に参加した教員、あるいは教諭が学校の中でどれ

だけ伝達しているのかが問題なのですよね。自分が校長をしていたときは、職員

会議の最初の５分間で研修に参加した教員に報告みたいな形で時間を取っていた

のですけれども、研修の参加人数よりも参加者がどれだけ学校の中で伝達できた

かという観点と、その伝達を受けて各クラスの教員がどれだけ男女共同参画につ

いての授業をしたかとか、低学年は難しいでしょうけれど、高学年、あるいは中

学生に適切な方法で授業をどれぐらいなされたかというような、そういう指標も

今後は持っていかれたらいいのではないかと思いました。 

それから質問なのですけれども、３ページの性的マイノリティ支援事業の表の

見方が分からないのですが、見込みが 90％で令和４年が 98.8％になっているの

に、資料１別冊を見たら達成度が「概ね達成」となっているのですよね。90％が

98.8％になったらかなり「達成」しているのではないかなと思うのに、「概ね達成」

と書かれたその狙いみたいなのがあれば教えていただきたい。最後なのですけど、

同じ表の中で性的マイノリティに対する理解が深まったと答えた人の割合と書い

てありますが、理解が深まったことは確かに大事なことなのですけども、だから

私はこうこうこういう行動をしたいみたいな、そういうもう一歩進んだような、

自分はこれからどう行動をするのかというところを書くような項目もあったら、

なおさらいいのではないかと思いました。 

以上です。 

松田会長 まず１点目は、研修会に参加された先生方がそれぞれ学校の自分の組織に帰ら

れたときにそれを生かして、さらにそれを広げるようなことができているのか、

その辺を把握することは現状でできていなかったことだと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

事務局 １点目の参加者数だけではなくて、先生がよりよく伝達できているかというこ

とですけれども、掲載させていただいている指標は３ページの中ほどにも説明が

ありますけれども、事務事業実績測定といって市役所で行っている事業に対して

コストや人員、施策目標の達成に向けての実績度を把握するために、本市の全事

務事業において毎年実施しているものです。指標は事務事業実績測定調書のとり

まとめ担当の部署と事業の所管部署で調整して設定された指標の中から本計画に

関連する指標をこの資料１別冊に取り込んでいます。ですので、今森委員から御

意見をいただいた新たな指標をつくるということは難しいのですけれども、いた

だいた御意見を踏まえまして、次に男女共同参画計画アクションプログラムを考

えるときに、どういった観点で進捗を測っていくかを別途検討させていただけた

らなと思ってお聞かせいただきました。 

２つ目にいただいていた御意見で、資料１別冊の施策番号 14のところに「概ね

達成」という所管部署の評価を書かせていただいています。こちらについては、

所管課、今回であれば人権政策室の自己評価になります。今森委員が言ってくだ

さったのが、事務事業実績測定でいうと目標が 90％ということに対して、令和４
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年度の実績としては、アンケートによって理解が深まったと回答してくださった

方の割合は 98.8％であるのに、なぜ「概ね達成」という評価かということだと思

うのですけれども、自己評価の考え方は、左側に記載している取組内容「市民や

事業者などを対象にリーフレットの活用、講座の実施などを通して性の多様性に

関する理解を促進する」という大きな目標に対して、所管部署の人権政策室とし

て「達成」できたのか「概ね達成」という評価になるのかを検討した結果、「概ね

達成」したという振り返りをさせていただいています。 

３点目でいただきました御意見ですけれども、アンケートに深まったことによ

る行動の変化に関する質問を設けることで今後の行動の変化を把握できるかと思

いますので、どのような質問項目が適切か所管課として検討してまいりたいと思

います。 

松田会長 他に御質問とかコメントがおありの方はいらっしゃいます。 

内藤副会長、お願いします。 

内藤副会長 ２ページと３ページの見方なのですけれども、２ページの２主な取組の男女共

同参画の理解促進と性の多様性への理解促進がそれぞれ３ページの３主な参考指

標に記載している内容に対応しているということですか。番号が対応していると

分かりやすいと思いました。あと、３ページの男女共同参画啓発事業の事務事業

実績測定指標でＲ４年に 86％に下がったというお話ですね。ご説明では、このテ

ーマにもともと関心をもっている人が新しい気づきを得ておらず、それで数値が

下がったのではないかとおっしゃっておられたかと思います。この表の右側にち

ょっとネガティブなコメントが載せられているので、市民の評判があまりよくな

かったかのようにも見えると思うのですね。他の人がどのような気づきがあった

のかなど、ポジティブな意見も載せられてあったほうが、全体像が見やすいので

はないかと思った次第です。 

松田会長 他に何か御意見・コメントがある方はいらっしゃいませんでしょうか。 

事務局 内藤副会長からいただいた御質問に対して説明だけさせていただけたらと思い

ます。 

いただいた御意見１つ目ですけれども、２ページの２主な取組と３ページの３

主な参考指標が対になって載っているのかということで御意見をいただいたのか

なと思ったのですけれども、２主な取組と３主な参考指標はそれぞれ主なものを

抜粋させていただきました。この基本目標１については、２主な取組内容に対す

る３主な参考指標がたまたま一致しましたが、どの基本目標においても、必ずし

も掲載しているというわけではありません。 

２つ目の御意見としていただいたものですけれども、まず３主な参考指標の上

の参考指標を見ていただいたときに、目標 90％に対して 86％と、「理解が深まら

なかった」「どちらでもない」と答えた方もいらっしゃったというところを事務局

としては課題と捉え、深まらなかった理由の方を取り上げて記載したものですで

すが、内藤副会長に言っていただいたように、満足いただいた方も多かったとい

うこともございますので、このイベントの全体が伝わるように、全体の主な意見

も記載させていただいた中で課題と捉える意見も添えるという形で変更、修正を
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検討していきたいと思います。 

松田会長 追加で今の最後の点ですけれども、「満足した」が 90.5％、Ｒ４が 86％という

数字なのですけど、多分統計学的なことを考えますと、Ｒ４年の講座の参加者が

161 名で、その中で何人かの方がアンケートに回答されているわけですよね。だ

からおそらく 100名前後かなと思うのですけれども、そのあたりでの 90％か 86％

とかというのは、たとえば統計的に処理をしてどれぐらい有意かというのは分か

らないので、あまり気にしなくてもいい数字かなという気はします。 

事務局 ありがとうございます。 

松田会長 １点だけ参考までにお伺いしたいのですけれども、保育士の方とか幼稚園教諭

の方、それから小学校の先生方を対象にした研修会ですが、講師はどういう方が

来られるのでしょうか。 

事務局 講師ですけれども、研修を行う部署がテーマとか講師を選ぶことが多いです。 

松田会長 分かりました。 

基本目標１で何か御意見・御質問はないでしょうか。 

生理用品の無償配置実証実験も特に何かないでしょうか。特に大量の持ち去り

を懸念される声が昨年ありましたけど、特にないということで、これはさっきお

っしゃったように、すこしずつ実験を広げようという感じになっているわけです

ね。 

事務局 令和４年度の取組を書かせていただいているので、昨年度の実証実験について

記載しており、今年４月からは本格実施させていただいているところです。 

松田会長 場所は増やしているのですか。 

事務局 場所を増やしていく方向で調整をしています。 

松田会長 承知しました。 

では、よろしければ、基本目標２に進みたいと思いますが、皆様、よろしいで

しょうか。 

それでは、基本目標２をお願いしたいと思います。 

事務局 ＜基本目標２の説明＞ 

松田会長 それでは、基本目標２に関してコメント・御質問などがおありの方がいらっし

ゃいましたら挙手をお願いします。 

この動画配信というのは 300 名の方の申込みがあったということです。とても

立派な数字だと思うのですけども、これはＳＮＳ、インターネットなど、どうい

う利用の仕方をされたのでしょうか。 

事務局 広報ひらかたの他、最近は、市の公式ＳＮＳ、LINEで情報発信をさせていただ

いておりまして、それによる周知の効果が大きいと考えております。 

松田会長 すごくいいですね、今後もこういう数字が続けばいいなと思います。 

どなたか何か。迫間委員、よろしくお願いします。 

迫間委員 主な参考指標が気になりまして、こういった取組は大変重要で、皆さんも御認

識されているかなと思うのですけど、ＤＶとか暴力全般は許されるべきではない

ことかなと思います。たとえば先ほどの参考指標は目標値が 90％だったのにもか
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かわらず、ＤＶがよくないよということの目標値が 50％であるというところがど

うしてなのか、むしろこっちが 90％ぐらいの目標値であってもいいのではないか

なと思いました。結果から逆算されているのかなと思ってしまうぐらい結果も

50％であることを見ますと、減少することがいいとされる指標が 50％ということ

ですけども、この結果は少しまずくないかなと単純に素朴に思いました。多分、

事務局側の理由もあるのではないかなと思いますので、この辺を教えてもらえた

らと思います。 

松田会長 いかがでしょうか。 

事務局 今回主な参考指標として載せさせていただいているのは、迫間委員がおっしゃ

るとおり減少することがよいとされる指標ということで、暴力を受ける側にも問

題がある、原因があるという考えを持つということはよくないので、目標として

は本来であれば 10％とか０％を目指すべきではないかという御意見かなと思いま

す。目標値については事務事業実績測定を取りまとめている部署と所管部署であ

る人権政策室とで調整し、設定をさせていただいた経過がございます。この設定

が適切かどうかについては御意見として承り、事務事業実績測定の取りまとめの

担当部署とも相談をさせていただけたらと思います。 

迫間委員 補足もさせてもらえたらなと思うのですけど、この指標説明のところに「暴力

を受ける側にも問題や原因があると思う」と書かれているのですけども、やはり

国単位になるとこれは戦争とかという話になってくると思います。やはり対話で

解決すべきだというところが我々日本人としては常識なのではないかなと思いま

すので、相手側が悪いからといって暴力で解決をすることはよくないことなので

はないかと思います。その理由を正当化してしまうのもよくないかなと思います。 

以上です。 

松田会長 今御指摘いただいた件に関して確認ですけど、資料１別冊の６ページ施策番号

１８の参考指標の説明を見ますと、中学生を対象としたデートＤＶ予防教育プロ

グラム実施時のアンケートとありますが、これはプログラムの事前アンケートな

のですよね。 

事務局 そうです。 

松田会長 だからプログラムを実施したにもかかわらず 50％であったという意味にはなら

ないですよね。 

事務局 そうです。 

松田会長 プログラムの実施前後の数字が出るとよいかなという気はします。 

事務局 以前は前後でも確認をさせていただいていましたが、現在は事前アンケートで

どのぐらいの意識があるかというところを確認し、プログラム終了後に感想文を

書いていただいています。感想文では暴力について色々と考えさせられたという

ようなコメントが多く寄せられておりますので、おそらくプログラム実施後の数

値というのはもっと低いものになっていると思います。これまでもプログラムを

受ける前の状態の中学生に意見を聞くとこのように高めの回答があり、目標値の

設定としてはこのぐらいかなということで設定しているところです。 
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今後見直しが必要であれば、取りまとめ部署とも検討しながら進めていきたい

と思っております。 

松田会長 アンケートを回収したものって手入力をされているのですか。 

事務局 この事業自体をＮＰＯ法人に依頼をさせていただいています。以前は手入力で

したが、今は学校で配布されているタブレット端末から入力するようになったの

で、集計結果は出やすくなっているかとは思います。 

松田会長 分かりました。その他いかがでしょうか。 

内藤副会長。 

内藤委員 先ほどの 300 名申込みがあったという動画配信ですが、これのテーマは何です

か。 

事務局 申し訳ありません。後ほど確認をして回答をさせていただいてもよろしいでし

ょうか。 

内藤副会長 分かりました。少し気になったのが、子育て支援に関する動画配信講座だった

ので、おそらく子どもに対する虐待への関心から参加者が非常に多かったのでは

ないかという点です。もちろん暴力の問題は年齢などいろいろな要素がからむの

で、問題は複合的ですが、子どもに対する暴力というテーマに多くの方が関心を

持って参加されたのであって、男女共同参画、ジェンダーに関わる関心からとい

うわけではなかったのではないかという印象を持っています。これは先ほどの基

本目標１の保育士や教職員の研修も、「その子らしさを尊重する保育」はテーマだ

ったということなので、ジェンダーに関わる観点から研修がなされたのかどうか

ということはよく分かりませんでした。人権政策室がやっておられる男女共同参

画に関わるテーマの区別がちょっと分かりづらいといいますか、そのあたりは明

確に区別できませんよというのもあるかもしれないのですけれども、本来の視点

であるジェンダーよりもむしろ子どもに対する関心から企画が出てきているので

はないか、それが報告書にそのまま出ているのではないのかという印象を持ちま

した。 

松田会長 ご意見ということで頂戴してよろしいでしょうか。 

内藤副会長 このあたりの区別はどうなっているのかというのはお伺いしたいところではあ

ります。 

事務局 アクションプログラムの基本目標の１つに「男女共同参画を阻害する暴力」が

あるのですが、取組の一つ一つを見ると、児童虐待防止に関する啓発などの項目

がこの中に入っていて、児童虐待防止もひいては男女共同参画の大きな枠に入る

ということでこの基本目標の中で設定された取組となっておりますが、実際にジ

ェンダーの視点が入っているかどうかは確認できておりません。次期計画策定時

には検討が必要と考えさせていただければと思います。 

内藤副会長 分かました。区別ができるというものではないのは重々承知ですけれども、男

女共同参画に関わるところで私たちは審議会に入ってきているので、性やジェン

ダーに関わる視点から見てどういう施策がなされているのかを審議させていただ

くことになると思います。ですから、たとえば児童虐待に性やジェンダーの観点

が組み込まれている企画であったのであれば、ここに掲載されていてもいいし、
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積極的に成果としてアピールしてもいいと思います。企画をされる側の方がどう

いう意識を持って枚方市の取組を評価しているのかをもうすこし見えるようにし

ていただくといいかなと思いました。 

以上です。 

松田会長 基本目標２で他には。 

よろしければ、基本目標３に参りましょうか。御説明をお願いいたします。 

事務局 ＜基本目標３の説明＞ 

松田会長 それでは、基本目標３に関して何か御意見・御質問がある方はいらっしゃいま

せんでしょうか。 

迫間委員、お願いします。 

迫間委員 まさにここの部分が我々経済分野の意見になりますけれども、枚方市全体とい

うことを考えると、やはり枚方市民の質の向上といいますか、勉学とか教育とい

うところと経済はすごく密接に結びついていると思います。保育所・幼稚園の入

所の部分が結構強調されているのですけれども、共働き世帯の場合、小学校に入

学すると学童（留守家庭児童会室）を利用します。幼児期の教育はもちろん重要

ですし、学童のことに関して言うと、学童に入れて預かってもらうのも大変あり

がたいのだけれども、そこでの教育の拡充といいますか、学童に入っているとき

に質の高い教育をしていただけるとすごくありがたいなという意見も実際に聞い

ています。そういうふうにおっしゃっているのはどういう家庭かといいますと、

かなり教育を熱心にされていて、たとえば、有名私立中学校への進学を目指して

いる家庭です。そういうサービスがあると、子どもは学校にいたまま安全な環境

で教育拡充も図れます。プラスでお金もかかってくるかなと思うので追加費用を

取ったらいいと思います。そういうサービスを公立の学童で導入することで、私

立に行かすよりも公立のほうがいいじゃないかというようなところまで枚方市と

して持っていけば、子育て世代がどんどん枚方市に引っ越したい思い、枚方市の

人口増にも役立っていくのではないかなと。すると、経済界としても、枚方の経

済界も膨らんでいきますし、同時に枚方から育っていく人材の質の向上にもつな

がっていきますし、もっと長い目で見ると枚方市の生産性の向上というところに

もつながってきます。根深いですけれども、本当に上を目指した質の向上という

ところと、ワークライフバランスと男女共同参画と仕事の両立というところが相

乗効果でできると、商工会議所としてはとてもいいのかなと思っております。 

基本目標１で言いそびれたことがありまして、最後に御紹介いただいたディス

ペンサーのところで無料配布されているという説明があったのですけど、もしか

したらもうされているかもしれませんけども、やはり経済的にというか事業者観

点で言いますと、無料配布をするってどういうときにするかというと、ＰＲした

りとか、何かデータを取ったりとかそういうときに無料配布という手法を使うの

ですね。せっかく無料で設置するのであれば、使われた方にちょっとしたアンケ

ートを取るとか、属性があると難しくなるので、「よかった」「悪かった」だけで

もいいと思うので、市役所として欲しいデータの収集とかに役立てられたら、貴

重な予算を使っておられると思いますので、いいのではないかなと思います。 
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以上です。 

松田会長 割と踏み込んだ意見をいただきましたので、事務局で今ぱっと御回答できるこ

とばかりではないかもしれませんけれども、いかがでしょうか。 

事務局 最初にいただきました放課後の留守家庭児童会室における教育に対する御意見

は所管課でも把握していたと感じています。今いただいた御意見も所管課にも伝

えながら今後検討等活かしていけたらと思ったところです。 

次にいただきました生理用品の無償配置につきましては、何かを無料ですると

きにはＰＲをする、確かにおっしゃるとおりで、身体的な性差に基づく違いを考

える機会に捉えていただきたいという啓発の意味を込めております。また、この

ディスペンサーの特徴としまして、ナプキンとタンポン２種類の設置をさせてい

ただいております。こういった生理用品、生理への対応としても複数の選択肢が

あるということも知っていただく機会になればということでの取組です。実証実

験のときには意見や感想をアンケートで取らせていただきましたが、本格実施の

本年度からは取っていなので、委員の御意見を踏まえまして今後検討していきた

いと考えます。 

松田会長 他、何かおありでしょうか。 

今森委員、お願いします。 

今森委員 先ほどのお話と留守家庭児童会の件で若干似ているところがあるのですけれど

も、私はちょうど今大阪市でそういう仕事をしているのですけれども、最初に行

ったときに驚いたのは、けがをしたときの保険として、500 円だけで無料で利用

できることでした。大阪市は「いきいき」というのですけれど働いておられても

働いておられなくても誰でも申請をすれば参加できます。それに私は非常に驚き

ました。私が今行っている学校は 500 人以上の学校ですけど、申込者が 350 人ぐ

らい、毎日来ている子は 120 人ぐらいなのですね。その中で一番気をつけている

のはトラブルです。危機管理というかそういうようなことを気をつけながら気持

ちよく家に帰るまで私たち指導員が面倒を見ています。放課後オープンスクエア

というのは、留守家庭以外の方が遊びたいときに遊べるという受入体制になって

いるのか、文言上ではそう受け取ったのですけども、大阪市のような広い範囲で

の受入体制になっているのか、何かまた今後枚方も参考にされるようなことがあ

るのではないかなと思ってお話をさせていただきました。 

以上です。 

松田会長 他、いかがでしょうか。 

１点５ページのところで、主な取組の子育て・介護の支援について、待機児童

の解消に向けて私立保育所などの３施設において施設整備を行うということです

けど、私立の保育所なのですけど、市の事業として行ったということですかね、

これは助成金か何かの形だったのでしょうか。 

事務局 所管課に確認をさせていただけたらと思いますので、今いただいた御質問につ

いては、また改めて御説明を皆様にさせていただきます。 

松田会長 他になければ、また最後にまとめてお伺いしますけど、取りあえず前に進めて

いきたいと思います。 
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基本目標４について、よろしくお願いします。 

事務局 ＜基本目標４の説明＞ 

松田会長 それでは、基本目標４に関していかがでしょうか。 

この目標値の（見込み）で 11.0以下というのは、これは全国平均とかですか。 

事務局 改めて確認をさせていただけたらと思います。 

松田会長 他、いかがでしょうか。 

津熊委員、お願いします。 

津熊委員 この自殺予防について非常に増加しているということで危惧していまして、資

料１別冊 21 ページの施策番号 76 番の保健医療課がこの自殺予防を扱っておられ

ますが、未達成ということで、内容から見てもこれからということで、保健医療

課だけで全部を周知しておられるのか、それとも大きな問題をどういう形で連携

されているのか、またはされることを考えておられるかをお聞きしたいです。 

事務局 自殺対策につきましては計画の見直しの時期が来ておりますので、我々人権政

策室も会議などに参加させていただきながら、今後どういった施策が必要かなど、

どういった取組をしていてどういう課題があるかというところを関係課で集まっ

て検討しているところです。ですので、主な取りまとめ部署は保健所にはなるの

ですけれども、市全体で取り組んでいくことになります。現在も取組は行ってい

るところですけども、次期の計画に向けて全課で今検討を進めているところでご

ざいます。 

松田会長 では、迫間委員、お願いします。 

迫間委員 主な参考指標のところで、実績の単位がパーセントになっているのですけれど

も、パーセントであっていますか。 

事務局 こちらで把握しているところによりますと、パーセントと所管部署から確認を

しています。算出式が指標説明のところに書かせていただいているのですけれど

も、担当課が示す算出式を見ますと、分母が人口掛ける 10万、分子が自殺死亡数

というところで割合を出していると確認をしております。 

迫間委員 自殺死亡数を人口で割って 100を掛けて 14％の自殺ということはないと思うの

ですけれども、これは掛ける 10万をしていますよね。 

事務局 確かに今読み上げて思ったのですけど、ちょっと分からないですね。 

迫間委員 14％も自殺をしていたら大変なことになりますね。 

事務局 担当課にこの値について確認をさせていただきたいと思います。 

松田会長 今森委員、お願いします。 

今森委員 事務局に確認をしたいのですけれども、基本目標４の誰もが安心して暮らせる

まちづくりの「安心」なのですけど、たとえば市民の方にアンケートをされて、

あなたはどんなまちだったら安心ですかというのを捉えた上で、市でこれがこう

なったら安心だということでいろいろな取組をされているのか、市民が考える安

心と市が考えている安心と同じかどうかを確認したいのですけれども。 

事務局 資料の男女共同参画計画を策定させていただいたときに基本目標と基本方向と

いうものを設定させていただいておりまして、そのときの掲げた目標に対して今
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進捗管理を行っているというところでございます。ですので、毎年の進捗管理の

ときにこの安心の考え方について詳しく御説明しているというものではないので

すけれども、この分類に沿って目標ごとの取組を最初に設定して、その実績を今

回進捗管理させていただいているというところです。 

安心というものについての考え方としては、方向のところにも一定表れている

ところがあるかなと思うのですけれども、誰もがというところで言えば、高齢者

とか障害者などどんな方々も、安心というところで生涯を通じた全ての人が健康

保持ができること、増進への支援があること、またひとり親家庭の方、高齢者・

障害者・外国の方などが支援を受けられること、男女共同参画の視点に立った防

災などが推進される、こういったことを総合的に捉えて安心と考えております。 

松田会長 そうしましたら、７ページに行きまして、基本目標５、男女共同参画を推進す

る体制の整備というところに進みたいと思います。 

よろしくお願いします。 

事務局 ＜基本目標５の説明＞ 

松田会長 基本目標５に関してコメントとか質疑があればお願いしたいと思います。 

鈴木委員、お願いします。 

鈴木委員 １点御質問なのですけれども、記載いただいております参考指標のところで、

小・中学校における校長・教頭の意思決定に関わる方の人数というのが書かれて

おります。私はこれを拝見して 44 校中 10 名だったら少ないのかなと思っていた

のですけれども、一緒に送付いただいた資料１別冊を見ますと、これで目標が「達

成」、他の取組は大体「概ね達成」なのですが、この項目だけ「達成」というふう

に書かれていて、ということは学校における女性管理職人数はこの程度でよいと

いいますか、これぐらいが目標であって既に達成しているという考えになるので

しょうか。 

松田会長 いかがでしょうか。 

事務局 より推進していかないといけないのであって「概ね達成」とかそういった評価

に変わることがあるのかを、鈴木委員からいただいた御意見を踏まえて、所管課

にも投げかけをしてみたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

鈴木委員 実績一覧を見ていて結構取組の評価について「概ね達成」もしくは「達成」か

「未達成」というところが、あまり指標に沿ったものではなくて、それこそ所管

課の皆さん方で選択しているのかなと思うようなところがあったので、御確認い

ただけたらと思います。 

松田会長 そうですね、ここの数字をたとえば率で分母が小学校 44 校、中学校 19 校とい

うことで、何か比率が出ればいいかなと思うのですけども、比較する対象が欲し

いですね、全国平均とか。 

それからもう一方で比較対象ができればいいかなと思うのは、管理職ではなく

一般教員を占める女性教員の割合の比率と、管理職になっている方の比率という

のを比べるとやはりもうちょっと説得力があるというか、状況が分かりやすいの

かなという気がしました。 

もしよろしければ、ちなみにこの女性委員が全くいない審議会が４つあったと
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いうのはどこでしょうか。 

事務局 人事行政制度調査審議会、産業振興対策審議会、大規模小売店舗立地審議会、

障害者施設等整備審査会の４つとなっております。 

松田会長 分かりました。 

今森委員、お願いします。 

今森委員 今のところで同じ疑問がありまして、枚方市がつくられている審議会だったら、

たとえば最初から半分は女性にとか、この男女共同の審議会は６割が女性ですよ

ね、だからそんなふうに最初からパーセントとかを割り当てるというようなこと

はできなかったのですかね。それとも昔からの流れで何か市が介入するのがはば

かるようなことになっているのか、もし分かっている範囲であれば教えていただ

きたいのですけど、何でゼロになるのかというのが不思議でたまらないのです。 

事務局 審議会につきましては、市から各所管課にも女性比率 35％という目標を提示し

て、その達成できていない審議会については、所管課が理由書というものを提出

していただいています。その中身を人権政策室でも確認をするようにはしていま

して、推薦団体に依頼はかけるのですけれども、そこの所属団体にそもそも女性

が少ない団体も多いということも分野によってはございますし、あとはそのとき

の案件とする内容について適切な人材を選んだときに性別に偏りが出ているとい

う審議会もございます。所管課には継続的にお願いしているところではあるので

すけれども、そういった事情などから比率が達成できていない審議会ですとか、

今回４つの審議会では女性がいないという結果が生じているところです。 

松田会長 それでは、取りあえず基本目標のところは終わりたいと思いますが、基本目標

１から５に関して何か追加で、まだすこし時間がありますので何かおありの方が

いらっしゃいましたら。 

内藤副会長、お願いします。 

内藤副会長 基本目標４の自殺の予防対策事業のことです。コロナとの関係で女性の自殺者

の数が非常に増えてきているというデータが出てきているかと思います。自殺予

防に枚方市の全体のいろいろなところが関わって検討していくということをおっ

しゃっておられたのですけれども、ぜひこちらから関わられる際も、ジェンダー

や性の観点から自殺の問題にどういった取組ができるのかを検討して市全体で共

有していただきたいです。報告書というか進捗状況の報告書にもその観点が反映

されるような形で文書をつくっていただけるとよりよいかと思いました。 

以上です。 

事務局 資料の最後のところを御説明させていただきます。８ページを御覧ください。

こちらが全課を対象とした取組についてになります。このページに掲載する取組

については、男女共同参画を推進するために市役所全体で取り組んだものをまと

めております。 

取組内容は記載のとおりでございますが、具体的には９ページ以降のチェック

シートを活用し、全職員が自身の業務において確認するものです。１年に一度チ

ェックすることで、職員の意識醸成を図ることを目的としております。また、現

計画の指標の推移については、11ページ以降に参考資料として掲載しております。 
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資料に関する説明は以上となります。こちらも含めて御意見をいただければと

思います。 

会長、よろしくお願いします。 

松田会長 何かお気づきの点とかがおありでしたらお願いします。 

鈴木委員、お願いします。 

鈴木委員 １点質問なのですけれども、このチェックシートは年に１回必ず全職員が自己

チェックを行うとのことだったのですが、これは年に１回どのタイミングでチェ

ックを行うのでしょうか、それぞれ個人が好きなタイミングでやるのか、もしく

は人権政策室さんからこのタイミングでこの日にやってくださいみたいな形で周

知をされるのかというと、どちらになりますでしょうか。 

事務局 この令和４年度の取組実績を確認させていただくタイミングで各課にお願いを

しております。 

鈴木委員 では、一定同じタイミングで皆さんがチェックをされる、各職員任せではなく

て、人権政策室さんからの指示があってやるような体制になっているということ

でよく分かりました。 

松田会長 もし他にないようでしたら、案件２「その他」になりまして、事務局様より何

かありますでしょうか。 

事務局 案件２、その他といたしまして、事務局からの報告と、大阪府様からの御報告

をさせていただけたらと思っております。 

まずは、枚方市の事務局からですけれども、昨年度でも審議会でも御報告をさ

せていただきまして、基本目標の１ではコラムとして御報告させていただきまし

た生理用品の無償配置についてでございますけれども、今年度、今年４月から市

役所本館と別館の全フロアの女子トイレと多目的トイレに無償配置を開始したと

ころでございます。今年度中には他の施設のトイレにも配置していけるよう、配

置箇所を拡大していく予定としております。 

報告は以上です。 

大阪府様からの御報告もあると聞いておりますので、よろしくお願いします。 

三和委員 大阪府府民文化部男女参画・府民協働課の三和と申します。お時間をいただき

まして、御説明をさせていただきます。 

来月９月というのは、毎年 OSAKA 女性活躍推進月間となっておりまして、大阪

府だけではなくていろいろな市町村様また企業様等々と一緒に女性が輝く大阪の

実現のためにオール大阪で取り組んでいるという月間になっております。大阪府

には国や経済団体と連携してオール大阪で女性活躍推進に取り組むための OSAKA

女性活躍推進会議というのを設置しておりまして、そこを中心に女性活躍を推進

する啓発事業等を実施するということで取り組んでおります。大阪府では９月８

日と９日に、大阪の女性活躍推進・男女共同参画の拠点であります「ドーンセン

ター、大阪府立男女共同参画・青少年センター」におきまして、男女共同参画に

関する府民への理解を深めるために「ドーンｄｅキラリフェスティバル 2023」を

開催させていただきます。マルシェを除きまして全て参加費無料となっておりま

す。事前予約が必要となりますが、８日、９日とも一時保育の取組もしておりま
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す。 

主なプログラムなのですけど、全てのプログラムで 34プログラムがあるのです

けども、主なプログラムを御紹介させていただきます。こちらのチラシの右側に

ありますジャーナリストの野村浩子さんによる女性活躍推進セミナーや、俳優の

杉浦太陽さんによる男性の育児参加のトークショー、こちらには奥様の辻󠄀希美さ

んの動画メッセージもございます。など多くのプログラムが 34ございます。 

９日土曜日には、４年ぶりにコロナ禍前にやっておりました「キラリマルシェ」

とスタンプラリー、こちらは企業協賛をいただきました景品などもあるのですけ

ども、復活させていただきまして参加型のイベントということで紹介させていた

だきます。他にも理系進学応援セミナーといたしまして、化粧品メーカーマンダ

ム様の女性研究者をお招きいたしまして、実際の製品を使ったお仕事体験などを

通じまして、女子中学生や高校生、またその保護者の方たちに理系の魅力を知っ

ていただくセミナーを行ったり、小学生の方を対象にけん玉、お手玉などの昔遊

びや缶バッチ製作を体験していただくプログラムも御用意しております。さらに

今年度は、こちらのイベントと併せまして新たに「ドーンｄｅキラリフェスティ

バル 2023ｗｉｔｈ万博」と題しましてイベントを開催いたします。2025年大阪・

関西万博に出展いたします「ウーマンズ パビリオン」をメインテーマといたしま

したトークイベントなどを実施いたしまして、女性活躍推進と万博開催の機運醸

成に取り組みたいと思っております。特に９日の午後のトークイベントは２部制

になっておりまして、13 時 30 分からの１部では、2025 年大阪・関西万博のウー

マンズ パビリオン in collaboration with Cartierが目指す「ともに生き、とも

に輝く未来へ」と題しまして、同パビリオンの受託事業者でありますカルティエ

ジャパンのプレジデント＆ＣＥＯである宮地純さんと大阪・関西万博 Women’s  

PavilionWA talksプロデューサーの羽生祥子さんをお迎えしましたトークセッシ

ョン、また 14 時 20 分からの第２部では、女性がさらに活躍できる大阪になるた

めには今何をするべきか皆で考えよう、万博開催地大阪からの発信と題しまして、

大阪で女性活躍推進に取り組む様々な立場の皆さんをパネリストにお迎えしまし

たパネルディスカッションを開催いたします。パネリストといたしましては、関

西みらい銀行の専務取締役兼専務執行役員であります持丸秀樹様、それから連合

大阪の副会長であります赤瀬史様、それから大阪公立大学特命副学長であります

真嶋由紀惠様、大阪労働局雇用環境・均等部長の粟山僚子様に御登壇いただきま

す。先ほど１部で御登壇いただきました羽生祥子様にファシリテーターをしてい

ただきます。いずれも会場はドーンセンター７階のホールで定員 500 名ある大き

なホールなのですけども、そちらで開催する予定となっております。８日は平日

ですので、皆様に来ていただくのは難しいかもしれませんが、９日土曜日はドー

ンｄｅキラリフェスティバル 2023、また 2023ｗｉｔｈ万博に御家族の皆さんと御

参加いただければと思います。 

先ほど申し上げましたとおり２日間、一時保育も事前予約制で用意しておりま

すので、御家族お誘い合わせの上御参加いただければと思っています。 

女性活躍推進と万博開催の機運醸成のために御協力いただければ幸いです。 
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以上、長くなりましたがよろしくお願いいたします。 

松田会長 ただいまの御報告につきまして、何か御質問がある方はいらっしゃいませんで

しょうか。 

それでは、案件１につきましては、本日以降も御意見をいただく期間を設けた

いと思います。そのあたり事務局から今後のスケジュールについて説明をお願い

してよろしいでしょうか。 

事務局 追加のご意見については９月３日（日）までに事務局までご提出ください。 

今後の予定としましては、本日以降にいただいたご意見を含め、事務局で取り

まとめ、会長、副会長にご確認いただいた上で、資料１及び資料１別冊を本市の

男女共同参画推進本部に諮り秋頃に市ホームページへの掲載、行政資料コーナー、

男女共生フロア・ウィルへの配架により、公表する予定です。 

松田会長 事務局の提案どおり、進めてもよろしいでしょうか。 

各委員 ＜異議なし＞ 

松田会長 その他、何かありませんか。 

予定の案件はすべて終了しました。 

それでは、令和５年度第１回枚方市男女共同参画推進審議会を閉会とします。 


